
（様式４） 

重要取組シート 

 

取組項目 ４．水道の広域化の推進 

現状・課題 

 

取組み方針 

・水道事業を取り巻く環境は、人口減少による収益の減少、施設の老朽化に伴う更新

需要の増加、地震や集中豪雨など自然災害の増加等、様々な難しい課題に直面して

いる。 

 

・そのような状況のなか、水道事業を持続可能とし、将来にわたって安定的に経営し

ていくためには、事業の基盤を強化する必要がある。 

 

・これに対し、上下水道局では基盤強化の取組として、将来の「府域一水道」をめざし

ており、府域全体での施設配置の最適化や周辺市との水平連携を積極的に取り組む。 

取組みの 

内  容 

・「府域一水道に向けた水道のあり方協議会」（あり方協議会）において、改正水道法に

基づく水道基盤強化計画の策定や淀川系浄水場の最適配置等、府域水道事業の全体

最適の具体化を検討する。 

 

・大阪広域水道企業団運営協議会の「運営方針等検討部会」において、府域一水道に向

けた企業団運営のあり方、広域連携の推進及び経営戦略の見直しについて協議を進

める。 

 

・水道基盤強化計画の内容及び大阪広域水道企業団の運営方針を踏まえ、府域一水道

を見据えた、堺市の水道事業の運営のあり方について検討する。 

 

・次の３つの協定の具体化をはじめ、周辺市との水平連携を積極的に進める。 

① 大阪市との包括連携協定（管路更新、ＩＣＴ等） 

② 大阪市と大阪広域水道企業団との基盤強化に関する協定（水道施設の最適配置、

料金システム等） 

③ 富田林市との事業連携協定（漏水調査業務の共同化、共同発注等） 

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル 

前期 

（～7月） 

□ あり方協議会における今年度の検討項目の決定及び水道基盤強化計画の方向性の

検討（７月） 

□ 大阪市と大阪広域水道企業団との基盤強化に関する協定の具体化に係る検討体制

及び連携項目の決定（６月） 

中期 

（～11月） 

□ あり方協議会での水道基盤強化計画、府域一水道及び広域連携の検討（通年） 

□ 大阪広域水道企業団運営協議会の「運営方針等検討部会」での協議（通年） 

□ 大阪市・大阪広域水道企業団との連携協議（通年） 

後期 

（～3月） 

□ あり方協議会での水道基盤強化計画、府域一水道及び広域連携の検討（通年） 

□ 大阪広域水道企業団運営協議会の「運営方針等検討部会」での協議（通年） 

□ 大阪市・大阪広域水道企業団との連携協議（通年） 

次年度 

以降 

□ あり方協議会における水道基盤強化計画、府域一水道及び広域連携の検討 

□ 改正水道法に基づく「広域的連携等推進協議会」の設置検討 

※あり方協議会は、「広域的連携等推進協議会」が設置された時点で発展的に解消 

 

上下水道局 経営企画室 


